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第 1章 総 則 

（目 的） 
第 1 条 この規程は、〇〇株式会社（以下「会社」という。）の文書の処理に関し基本とな

る必要事項を定め、事務の円滑化と適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。 

（定 義） 
第 2 条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 文書…会社の従業員が職務上作成し、又は取得した文書（図画及び電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られた記録をいう。）を含む。以下同じ。）であって、会社の従業員が組織

的に用いるものとして、会社が保有しているものをいう。 
(2) 文書ファイル等…会社における能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な

保存に資するよう、相互に密接な関連を有する文書（保存期間を同じくすること

が適当であるものに限る。）を一の集合物にまとめたもの（以下「文書ファイル」

という。）及び単独で管理している文書をいう。 
(3) 現用文書…現に業務に利用する文書であって、業務主管部門が保管するものを

いう。 
(4) 保管…現用文書又は保存を要しない文書について、各管理主管部門が、業務に

必要な範囲において、保有管理することをいう。 
(5) 保存文書…業務利用頻度が低くなった文書であって、文書主管部門（総務部と

する。）の監督のもと、一定期間保有する文書をいう。 
(6) 保存…文書保存期間基準（別表）に従い、文書を廃棄までの一定期間保有する

ことをいう。 
(7) 文書ファイル管理簿…会社における文書ファイル等の管理を適切に行うために、

文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満

了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項を記載した帳簿（様式第 1 号）

をいう。 
(8) 収受…郵便、使送、電子メール等の方法により外部から到達した文書（軽易な

ものを除く。）を、この規程に定める手続により、会社が受領することをいう。 
(9) 決裁…会社の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれに類する行為を

行うことにより、その内容を会社の意思として決定し、又は確認することをいう。 
(10) 浄書…起案された文書を施行するため、この規程に定める様式に従い文書を整

えることをいう。 
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(11) 施行…決裁された文書について、会社の意思表示としての効力を発生させるた

めの手続をいう。 
(12) 供閲…決裁を要しない事案であるが、その内容が会社の組織及び業務にとって

重要である文書を上司又は関係部門の閲覧に供することをいう。 
(13) 個人番号…行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律第 2 条第 5 項に定める「個人番号」をいう。 
(14) 特定個人情報…個人番号をその内容に含む個人情報をいい、文書のほか、電子

データによるものも含む。 

（文書主義の原則） 
第 3 条 会社の意思決定に当たっては、その決定過程並びに事務及び事業の実績を合理的

に跡づけ、又は検証することができるよう、文書を作成して行うことを原則とする。

ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 
(1) 緊急の処理を要する場合その他意思決定と同時に文書を作成することが困難で

ある場合 
(2) 処理に係る案件が軽微なものである場合 

2  前項ただし書第 1 号に該当し、文書以外の方法によって事務を処理した場合にあ

っては、事後の報告のため、文書を作成し、事務処理の経緯等を記録しておくもの

とする。 

（統括文書管理者） 
第 4 条 会社に、統括文書管理者を 1 名置くものとし、総務部長とする。 

2  統括文書管理者は、会社における文書の管理に関する事務を統括する任に当たる

ほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。 
(1) 文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の調製 
(2) 文書の管理に関する取締役会との調整及び必要な改善措置の実施 
(3) 文書の管理に関する研修の実施 
(4) 組織の新設、改正及び廃止に伴う必要な措置 
(5) 文書ファイル保存要領その他この規程の施行に関し必要な細則の整備 

3  統括文書管理者は、規程管理規程に定める規程管理責任者と兼務することができ

る。 

（副統括文書管理者） 
第 5 条 会社に、副統括文書管理者を 1 名置くものとし、総務課長とする。 

2  副統括文書管理者は、前条第 2 項に掲げる事務について統括文書管理者を補佐す

るものとする。 
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	2 　副統括文書管理者は、前条第2項に掲げる事務について統括文書管理者を補佐するものとする。


	（文書管理者）
	第 6 条 統括文書管理者は、部・課及び支店・営業所の所掌事務に関する文書管理の実施責任者として、文書管理者を指名する。
	2 　文書管理者は、その管理する文書について、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
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	3 　文書管理者は、その事務を補佐させるため、事務担当者を指名することができる。


	（従業員の責務）
	第 7 条 従業員は、この規程の趣旨に則り、統括文書管理者、副統括文書管理者及び文書管理者の指示に従い、文書を適正に管理しなければならない。

	（文書の取扱いの原則）
	第 8 条 従業員は、文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、受け渡しを確実に行い汚損し、又は紛失しないように注意しなければならない。
	2 　従業員は、常に文書の所在並びに処理の経過及び状況を明らかにしておくとともに、未処理又は停滞文書については、絶えず注意を払い、その解消に努めなければならない。
	3 　文書の取扱いは、責任を明らかにして、的確かつ迅速に行わなければならない。
	4 　文書は、効率的な利用を図るため、常に、一定の場所に整理して管理しなければならない。


	（私有の禁止）
	第 9 条 文書は、すべて会社に帰属するものとし、これを私有してはならない。

	（不必要な複写の禁止等）
	第10条 文書を利用するときは、会社に定める場所に保管された原本を用いることを原則とし、業務上必要と認めるときでなければ、不必要に複写をしてはならない。また、特定個人情報等機密性の高いものについては、複写の履歴を記録し、原則として、複写物は利用後直ちに回収し廃棄するものとする。
	2 　いかなる場合であっても、会社の許可を得ずに文書を複写し、かつ、当該複写物を会社外の者に渡してはならない。


	（電子メールによる文書）
	第11条 各種連絡につき電子メールを用いて行った場合（社外に対するものを含み、日常的な軽微な連絡を除く。）は、当該電子メールの内容については、送信ヘッダ及び本文をプリントアウトし、これを文書として適切に管理しなければならない。


	第2章　文書の収受及び配付
	（文書の収受）
	第12条 会社に到達した文書の収受は、総務課において行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
	2 　前項にかかわらず、文書が各部門に直接到達した場合であって、事務処理を円滑に行う必要があるときは、当該各部門において文書の収受を行うものとする。
	3 　文書管理者は、前二項の規定により収受した文書を次の各号に定める手続を経て、速やかに処理しなければならない。
	(1) 親展その他開封することが不適当と認められるものを除き、すべて開封すること。
	(2) 開封しないものにあっては封皮に、開封したものにあってはその余白に受付印を押すこと。
	(3) 開封したものは、文書収受簿（様式第2号）により収受番号を付し登録するとともに、その収受番号を当該文書の収受印内に記入すること。

	4 　年間又は特定の期間に同一の標題で相当数収受する文書で2回目以後に収受するものについては、標題別に収受番号を付すことができる。


	（特殊取扱郵便物の収受）
	第13条 総務課において書留郵便、引受時刻証明郵便、配達証明郵便、内容証明郵便、特別送達等（以下「特殊取扱郵便物」という。）を収受したときは、特殊取扱郵便物受付簿（様式第3号）に受付月日、発信者、配付先その他必要な事項を記載し、受領者の押印等を受けるものとする。

	（収受文書の配付）
	第14条 収受を行った文書（以下「収受文書」という。）は、文書管理者において、直ちに、事務担当者に配付するものとする。
	2 　親展その他開封することが不適当と認められる文書については、総務課において受領の後、開封することなく、当該文書の名宛人に速やかに配付するものとする。
	3 　前項の文書が配付された名宛人は、直ちに当該文書を開封し、通常の収受手続が必要であると認めるときは、文書管理者に回付するものとする。


	（収受文書の処理）
	第15条 事務担当者は、収受文書の配付を受けたとき、又は必要があるときは、その内容が会社の意思の決定を要しないものを除き、その文書の処理について、所属長の指示を受けるものとする。ただし、決定を要するもののうち、軽易又は定例的なもので所属長の指示を要しないと認めるものについては、この限りでない。


	第3章　文書の作成等
	（文書の起案）
	第16条 文書（軽易なものを除く。）は、その文案を起案し、決裁を受けて施行しなければならない。
	2 　文書の起案は、主管部門の長が、起案用紙に事案の内容その他所要事項を記載し、その起案者欄に署名し、又は押印すること（以下「文書起案」という。）を経て行うものとする。この場合において、文案を事務担当者に作成させることができる。
	3 　前二項の規定にかかわらず、秘密の取扱い若しくは緊急の取扱いを要する事案又は極めて軽易な事案については、前二項の手続（以下「起案」と総称する。）を経ずに文書を作成することができる。ただし、秘密の取扱い又は緊急の取扱いを要する文書の作成については、当該文書の施行後に起案の手続を行わなければならない。


	（起案の方法）
	第17条 文書の起案は、稟議規程に定める起案用紙又は電子稟議システムを用いて行わなければならない。
	2 　電子メール発信する文書を起案するときは、電子メールの下書きを出力し、これを添付して起案するものとする。
	3 　起案文書の用字については、社内文書及び諸規程に関する作成基準に定めるところによる。
	4 　その他起案の方法については、稟議規程に定めるところによる。


	（一案件一起案の原則）
	第18条 起案文書は、原則として一案件につき一起案とする。ただし、起案目的が同一の場合においては、複数案件を一起案で処理することができる。
	2 　起案者は、起案文書の稟議の機会が失われないよう、必要な余裕をもって起案しなければならない。


	（決裁手続）
	第19条 文書の稟議決裁は、稟議規程に定めるところによる。
	2 　軽易な文書に係る決裁は、別に定める文書決裁マニュアルに定めるところによる。
	3 　稟議決裁が完了した起案文書は、直ちに浄書して、施行するものとする。


	（適切・効率的な文書作成）
	第20条 新たな文書を作成しようとするときは、当該業務の経緯に応じ、既に作成された文書の類型を参酌して、文書を作成するものとする。
	2 　統括文書管理者は、文書の作成に当たって反復利用が可能な様式、資料等の情報については、社内電子掲示板等を活用し、従業員の利用に供するものとする。
	3 　文書作成における用字、配字等の基準は、社内文書及び諸規程に関する作成基準に定めるところによる。


	（文書番号等）
	第21条 起案文書の稟議決裁が完了したときは、統括文書管理者は、起案用紙にその決裁を終えた年月日、文書記号及び文書番号を記入し、文書発信番号簿（様式第4号）に件名、決裁を終えた月日、起案者その他所要の事項を記載するものとする。
	2 　前項の文書記号は、文書を作成した日の属する会計年度の数字と会社、支店・営業所又は部・課を表す文字とを合わせた記号とする。
	3 　文書の施行に当たっては、文書の右肩に第1項の文書記号及び文書番号を記入し、次の行に外部に対し実際に施行された日付を記載するものとする。



	第4章　供覧及び報告
	（供　覧）
	第22条 各課で配付を受け、又は作成した資料、報告書等の文書で、課長以上の関係者が閲覧する必要のあるものは、起案用紙により供覧するものとし、件名末尾に「供覧」と表記することとする。この場合において、その内容が複雑なものは、その要旨を摘記するものとする。
	2 　供覧は、原則として供覧を必要とする関係者のうち、上位の役職者から行うものとする。
	3 　第1項の規定にかかわらず、簡易な内容の確認その他簡易な文書の供覧については、起案用紙を用いないで当該文書に直接押印等を受ける等適宜の方法により行うことができる。


	（報　告）
	第23条 従業員は、出張、会議、調査等を終えたときは、直ちに上司に口頭で報告したうえ、起案用紙により、その状況を報告するものとし、件名末尾に「報告」と表記することとする。この場合において、資料があるときは、報告書にその資料を添付するものとする。
	2 　他の部門に報告書を供覧する必要がある場合は、主管部門における報告を終えて後、他の部門に供覧するものとする。
	3 　第1項の規定にかかわらず、簡易な内容の文書の報告については、起案用紙を用いないで当該文書に直接押印等を受ける等適宜の方法により行うことができる。



	第5章　文書の施行
	（施行の方法）
	第24条 文書を施行するときは、次の各号に掲げる方法によるものとする。
	(1) 郵送…起案部門において行うものとする。郵送に係る切手（郵便料金計器による料金別納の方法による場合を含む。）の管理については、別に定める細則によるものとする。
	(2) 使送…起案部門において当該文書を使送人に交付し、これを当該文書の名宛人又はその名宛人に代わって当該文書を受領する権限を有する者に直接送達させるものとする。この場合において、使送人は、会社の従業員又はこれに代わるべき者（会社との契約により使送業務を行う者をいう。）とする。
	(3) 直接の交付…施行する文書を本人等に手渡す場合とし、この場合、必要に応じ本人等の受領の署名又は押印を受けるものとする。
	(4) 発令…人事異動等の辞令を発する。
	(5) 電子メール…会社印の押印を要さない文書をパソコンから送信する。必要に応じて電子署名を行う。
	(6) ファクシミリ…会社印の押印を要さない文書を当該装置を使用して送信する。
	(7) ホームページ等への掲載…別に定めるホームページ管理基準により会社のホームページ等へ掲載する。
	(8) 出版物の発行…文書を出版物として発行する。
	(9) 掲示…別に定める規則等により〇〇に設置する掲示板に掲示する。
	(10) その他統括文書管理者が適当と認める方法
	2 　起案により作成した文書を施行する日（以下「施行年月日」という。）は、特別の理由がある場合を除き、決裁年月日とする。
	3 　前項の特別の理由により施行年月日を決裁年月日以外の日とする場合は、起案文書に当該理由を明記するとともに、指定する年月日を記載するものとする。
	4 　起案により作成した文書を施行したときは、起案者は、起案文書を統括文書管理者に回付し、回付を受けた統括文書管理者は、当該起案用紙及び台帳に施行年月日及び施行方法を記載する。
	5 　外部に対して施行した文書は、その浄書した文書の写しを起案文書に添付する等の方法により、保管しておかなければならない。ただし、軽易な事案に係る文書その他統括文書管理者が保存を要しないと認める文書については、この限りでない。
	6 　文書を施行するときは、統括文書管理者は、総務部に備えた台帳に所要の事項を記入するとともに、発信文書（電子メールによるものを除く。）に会社印等の押印を受けなければならない。


	（電子メール等による施行）
	第25条 電子メール及びファクシミリにより文書の施行を行う場合は、前条の規定にかかわらず、次の各号に定める者が行うことができる。この場合においてこれらの者は、施行した内容の写し（電子メールの添付ファイルを含む。）を保管し、及びその履歴を管理し、文書取扱者からの照会に応じられるようにしなければならない。
	(1) 電子メールによる場合…電子メールの送信者
	(2) ファクシミリによる場合…送信文書の担当者
	2 　電子メールに会社の内部文書等（既に周知されているものを除く。）を添付して送信しようとするときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。また、送信に当たっては、所属長及び参考周知が必要な者を宛先のカーボンコピーに加えなければならない。
	3 　電子メールに特定個人情報その他重要な個人情報を添付して送信しようとするときは、前項の定めによるほか、担当者2名による相互確認のもと、行わなければならない。



	第6章　文書の整理及び保管
	（従業員の整理義務）
	第26条 従業員は、文書の保存期間並びに分類及び名称に従い、次の各号に掲げる整理を行わなければならない。
	(1) 作成又は取得した文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
	(2) 相互に密接な関連を有する文書を文書ファイルにまとめること。
	(3) 前号の文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。


	（文書等の分類及び名称）
	第27条 文書及び文書ファイルは、当該部門の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的（3段階の階層構造）に分類し、わかりやすい名称を付さなければならない。

	（整理の原則）
	第28条 現用文書は、常にその内容に応じた適切な方法により、一定のルールのもとにファイリングをして整理し、処理済のものと処理未了のものの区別を明らかにしておかなければならない。

	（保管の方法）
	第29条 現用文書は、単独で管理することが適当であるものを除き、文書ファイルごとにファイリングし、当該文書を利用する部門の事務室のキャビネット等に保管しなければならない。
	2 　前項にかかわらず、機密文書その他の重要な文書は、施錠できる金属性キャビネット等に保管するものとする。
	3 　文書のファイリング方法等については、別に定める。


	（文書の保管期間）
	第30条 文書（特定個人情報を除く。）の保管期間は、処理の済んだ時から長くとも2年間として主管部門の定める期間とする。ただし、主管部門の定めた保管期間に満たない保管文書であっても、それ以上の保管を要しないものは、速やかに保存をし、又は廃棄するものとする。
	2 　特定個人情報の保管は、法定の保存年限に従うものとする。



	第7章　　文書の保存及び廃棄
	（保存期間）
	第31条 文書は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存するものとする。ただし、関係法令により保存年限が定められている文書は、当該法令に定めるところによる。
	(1) 第1類に属する文書…30年（石綿障害予防規則に係るものは40年）
	(2) 第2類に属する文書…10年
	(3) 第3類に属する文書…7年
	(4) 第4類に属する文書…5年
	(5) 第5類に属する文書…3年
	(6) 第6類に属する文書…1年又は事務処理上必要な1年未満の期間
	(7) 従業員が業務に常時利用するものとして継続的に保存すべき文書…無期限
	2 　株主名簿、顧客台帳等、事案の発生や変更等に伴い、記載事項が随時、追記・更新される台帳や、規程の制定又は改廃等に伴い、随時、追記・更新される規程集等、従業員が業務に常時利用するものとして継続的に保存すべき常用文書の保存期間については、期限のない保存期間とする。また、文書ファイル管理簿の保存期間欄への記載は、「無期限」とする。
	3 　第1項各号及び前項の文書の分類は、文書保存期間基準（別表）の定めるところによる。
	4 　文書管理者は統括文書管理者の指示に従い、その年度の事案の完了した文書を文書ファイルごとに製本し、保存を開始するものとする。
	5 　保存期間は、文書ファイルごとに適用するものとする。


	（保存期間の起算日）
	第32条 保存期間の起算日は、文書を作成し、若しくは取得した日（法定の起算日があるときは当該日）又は保管が終了した日（以下「保存期間起算日」という。）の属する年度の翌年度の初日とする。ただし、保存期間起算日から1年以内の日であって年度の初日以外の日を起算日とすることが文書の適切な管理に資すると統括文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。

	（保存期間の延長）
	第33条 保存期間が満了した文書ファイルについては、統括文書管理者、副統括文書管理者及び文書管理者が協議して、なお保存を要すると認める場合は、当該保存期間を超えて保存するものとする。この場合において、当該保存期間を超えて保存する期間（次項及び次条において「延長保存期間」という。）は、統括文書管理者が定める期間とする。
	2 　前項の規定は、延長保存期間が満了した文書ファイルについて準用する。


	（文書の廃棄）
	第34条 保存期間（前条の規定により保存期間を延長した場合にあっては、延長保存期間）を経過した文書ファイルについては、統括文書管理者、副統括文書管理者又は文書管理者が、その権限に応じて、廃棄処分に付するものとする。
	2 　廃棄処分に当たっては、文書の内容に応じた適切な措置を講ずるものとし、当該文書に個人情報又は秘密情報が記録されているときは、当該個人情報又は秘密情報が漏えいしないようにするものとする。
	3 　廃棄処分は、焼却、溶解、磁気データの物理的破壊等の少なくとも当該文書が復元できない程度となるよう行わなければならない。また、廃棄処分を行った事実を記録しておかなければならない。
	4 　前項の廃棄処分は、統括文書管理者がその適格性を認めた外部業者に行わせることができる。この場合において、統括文書管理者は、当該業者に対し、廃棄が完了した日時、当該文書が復元できない程度に廃棄又は削除した旨等の証明を、書面により求めるものとする。



	第8章　秘密文書
	（秘密文書）
	第35条 秘密文書の取扱いに関して必要な事項は、営業秘密等管理規程に定めるところによるものとする。


	第9章　雑　則
	（研修の実施）
	第36条 統括文書管理者は、従業員に対し、文書の管理を適正かつ効率的に行うために必要な知識及び技術を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行うものとする。
	2 　文書管理者は、統括文書管理者及びその他機関が実施する研修に従業員を積極的に参加させなければならない。


	（改　廃）
	第37条 この規程の改廃は、統括文書管理者が起案し、取締役会の決議による。



